
(57)【要約】        （修正有）

【課題】産業廃棄物の適正処理を促し、不法投棄等を監

視するに有効な手段を提供する。

【解決手段】無線による位置検出手段と、計時手段と、

情報記憶手段とを備え、廃棄物搬出、搬送、処理場への

到着等の日時と処理場までの搬送経路の位置情報とを記

録し、かつ、読み出し得るように構成した廃棄物搬送処

理監視装置１。当該装置を処理業者２４等に法的に定め

られたマニュフェストと共に携帯させ、廃棄物搬送情報

ユニットに廃棄物搬出、搬送、処理場への到着日時と処

理場までの搬送経路の位置情報を記録し、中間処理業者

２４若しくは最終処理業者２５から所要のマニュフェス

ト伝票２３と共に前記ユニットを廃棄物排出者２１又は

中間処理業者２４、若しくは管理を委任された者に返送

させ、該ユニットに記憶した各種情報を読み出すことに

よって、合法的に廃棄物が処理されたことを監視し得る

ようにした廃棄物搬送処理監視方法。



【特許請求の範囲】

【請求項１】ＧＰＳ，携帯電話システム、ＰＨＳ、ＭＣ

Ａ等の無線による位置検出手段と、計時手段と、情報記

憶手段とを備え、廃棄物搬出、搬送、処理場への到着

等、夫々の実行日時と処理場までの搬送経路の位置情報

とを記録し、且つ、読み出し得るように構成したことを

特徴とする廃棄物搬送処理監視装置。

【請求項２】ＧＰＳ，携帯電話システム、ＰＨＳ、ＭＣ

Ａ等の無線による位置検出手段と、計時手段と、情報記

憶手段と、数字や文字等の入力手段とを備え、処理廃棄

物搬出、搬送、処理場への到着等夫々の実行日時と処理

場までの搬送経路の位置情報とを記録し、且つ、読み出

し得るように構成すると共に、廃棄物排出業者又は廃棄

物中間処理業者若しくは廃棄物最終処理業者の少なくと

もいづれかが予め設定したＩＤ情報を入力したとき、搬

送経路等の記録を開始し又は終了することを特徴とする

廃棄物搬送処理監視装置。

【請求項３】請求項１又は２において、マニフェスト伝

票に該当するフォーマットを記憶しておき、廃棄物排

出、搬送、保管、最終処理場等に関する必要事項を入力

手段を介して書き込み可能としたことを特徴とする廃棄

物搬送処理監視装置。

【請求項４】請求項１，２、３記載の廃棄物処理監視装

置において、前記記憶手段は着脱自在のカード式、又は

スティック式であって、廃棄物排出依頼者固有の情報を

入力し、又は出力することが出来るように構成したこと

を特徴とする廃棄物搬送処理監視装置。

【請求項５】請求項1、２、３又は４において、前記記

憶手段にメモリされる情報が暗号化されていることを特

徴とする廃棄物搬送処理監視装置。

【請求項６】ＧＰＳ，携帯電話システム、ＰＨＳ、ＭＣ

Ａ等の無線による位置検出手段と計時手段と情報記憶手

段とを備えた廃棄物搬送情報ユニットを、処理すべき廃

棄物の搬送、処理を委託する処理業者等に法的に定めら

れたマニフェストと共に携行させ、該廃棄物搬送情報ユ

ニットに廃棄物搬出、搬送、処理場への到着に伴う夫々

の実行日時と処理場までの搬送経路の位置情報を記録

し、中間処理業者若しくは最終処理業者から所要のマニ

フェスト伝票と共に前記ユニットを廃棄物排出者又は中

間処理業者、若しくは管理を委任された者に返送させ、

該ユニットに記憶した各種情報を読み出すことによっ

て、合法的に廃棄物が処理されたことを監視し得るよう

にしたことを特徴とする廃棄物搬送処理監視方法。

【請求項７】請求項６において、前記廃棄物搬送情報ユ

ニットには入力手段と表示手段を備え、法的に定められ

たマニフェスト伝票記載事項を入力できるようになって

いることを特徴とする廃棄物搬送処理監視方法。

【請求項８】請求項６，又は７において、前記廃棄物搬

送情報ユニットの記憶手段が着脱自在のカード式又はス

ティック式記憶媒体であって、該記憶媒体に廃棄物搬

出、搬送、処理場への到着に伴う夫々の実行日時と処理

場までの搬送経路の位置情報を記録し、中間処理業者若

しくは最終処理業者から所要のマニフェスト伝票と共に

前記記憶媒体を廃棄物排出者若しくは廃棄物処理責任者

に返送させ、該記憶媒体の内容を読み出すことによっ

て、合法的に廃棄物が処理されたことを監視するように

したことを特徴とする廃棄物搬送処理監視方法。

【請求項９】請求項６、７又は８において、前記記憶手

段にメモリされる情報が暗号化されていることを特徴と

する廃棄物搬送処理監視装置。

【請求項１０】請求項６，７，８又は８において、廃棄

物排出者又は廃棄物中間処理業者若しくは廃棄物最終処

理業者の少なくともいづれかが予め設定したＩＤ情報を

入力したとき、前記記憶媒体に搬送経路等の記録を開始

し又は終了することを特徴とする廃棄物搬送処理監視方

法。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】  本発明は産業廃棄物搬送処

理監視装置及び方法に関し、特に安価にして簡便な装置

によって、確実な監視効果をもたらし得る手段に関す

る。

【０００２】

【従来の技術】平成9年6月に改正され、同年12月１日に

施行された「廃棄物処理法」は、産業廃棄物管理票（マ

ニフェスト）制度適用がすべての産業廃棄物に拡大され

た。即ち、平成3年の廃棄物処理法の改正では、医療関

連廃棄物等の特別管理産業廃棄物を対象として管理票制

度が導入されていたが、更に、平成９年の改正において

は、医療関連廃棄物に留まらず、全ての産業廃棄物に拡

大した。また、事業者が処理業者等に委託した産業廃棄

物が適正に処理されたことを管理票の返送を受けて確認

することにより適正な委託処理を確保する制度となり、

同時に、管理業務の効率化のために、従来の管理票の交

付に代えて電子情報処理手段の使用ができることにな

り、事業者は、紙の管理票又は電子情報を利用した電子

マニフェストのいずれかを選択することができるように

なった。マニフェスト伝票の枚数は平成１３年４月の改

正では、法律の規定に対応する分として４枚、省令の規

定に対応する分として１枚の合計５枚で、A票  B2票、C

1票、C2票、D票からなるが、運用上、収集運搬業者が運

搬終了後自ら保管する分としてB1票を、中間処理業者が

介在する場合のＥ票加えた７枚つづりが一般的である

が、更に今後、処理手順の見直しや追加に応じて順次枚

数が追加・変更される可能性がある。

【０００３】法令で定めるマニフェストに記載すべき事

項としては、例えば、

１）マニフェストの交付年月日及び交付番号

２）運搬又は処分を委託した者の氏名又は名称及び住所

３）産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
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４）マニフェストの交付を担当した者の氏名

５）運搬又は処分を受託した者の住所

６）運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託

した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、

積替え保管を行う場所の所在地

７）産業廃棄物の荷姿

８）積替保管の場所で有価物を拾集する場合の収集量及

び回収量。

なお、マニフェストの交付を要しないものも規定されて

いるが詳述は省略する。更に、廃棄物排出事業者がマニ

フェスト交付日からその写しの送付を受けるまでの期間

や、マニフェストの保存期間等が定められている。ま

た、マニフェスト交付等状況報告書は、マニフェストを

交付したすべての事業者が法令で定めた様式により都道

府県知事に毎年提出する義務を有し、建設工事現場等、

設置場所が随時移動するものである場合は、同一都道府

県内の他の事業場についてまとめて報告書を作成し、提

出することになっている。これらの規則に違反した場合

の罰則は、排出事業者がマニフェストを交付していない

場合であって、不法投棄などの不適正処理が生じた際に

は、排出事業者にも原状回復のための措置命令がなさ

れ、この命令を履行しない場合は、罰則が適用され、マ

ニフェストに虚偽記載し、又は電子情報処理組織を使用

する場合に虚偽の登録を行ったときは罰金に処せられる

等、かなり厳格な廃棄物処理管理が義務付けられてい

る。

【０００４】しかし、法制上は廃棄物の適正処理を促進

するようになっているものの、単にマニフェスト票の流

れだけでは、実際に適正処理がなされたか否かを確認す

ることが不可能であり、万一、廃棄物処理の委託を受け

た業者等が不正に処理した場合、排出事業者にも不法投

棄廃棄物の回収や、自然環境復元義務を負うことから莫

大な費用負担を強いられる虞があった。

【０００５】従来、これに対応するために、産業廃棄物

の適正処理監視を目的として、種々のシステムや方法が

提案されている。例えば、特開平10－95505「特別管理

廃棄物処理情報システム用キット」には、一般の廃棄物

とは別に処理することが法律で義務づけられている使用

済みの注射針、血液が付いたガーゼなど、病原菌が広が

る恐れがある病院からの廃棄物に関して、廃棄物収納容

器に貼着したバーコードラベルと、廃棄物と共に搬送す

る通信衛星の端末に入力された前記バーコードを含む廃

棄物関係情報に基づき必要事項が記入される積荷明細伝

票とを組み合わせた特別管理廃棄物処理情報システム用

キットが提案されている。上記バーコードラベルは、予

め定めた収集場所および発生場所に関する情報を表し、

前記通信衛星端末にはバーコード情報と共に、計量した

容器または運搬車ごとの重量のデータを入力し、また、

上記バーコードのそばに例えばバイオハザードマークの

ような特別管理廃棄物である旨のマークを表示するよう

になっている。

【０００６】

【解決すべき課題】しかしながら、上述したような従来

の手段では、システムが極めて大掛かりであるため高価

であり、ランニングコストも膨大なものとなる欠点があ

った。即ち、衛星通信システムを利用したリアルタイム

監視や、特殊容器にバーコード等のラベルを添付した上

で、ＧＰＳ等の位置情報を併用するシステムは、監視機

能が完璧である故、医療廃棄物等の監視には場合によっ

て必要であるとしても、少なくとも一般廃棄物の監視に

はコストが嵩み過ぎる結果、なかなか普及していないの

が現状である。

【０００７】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの

であって、安価にして、簡便な手段によって、産業廃棄

物の適正処理を促し、不法投棄等を監視するに有効な手

段を提供することを目的とする。

【０００８】

【発明を解決するための手段】本発明は上記目的を達成

するため、請求項１記載の廃棄物搬送処理監視装置は、

ＧＰＳ，携帯電話システム、ＰＨＳ、ＭＣＡ等の無線に

よる位置検出手段と、計時手段と、情報記憶手段とを備

え、廃棄物搬出、搬送、処理場への到着等、夫々の実行

日時と処理場までの搬送経路の位置情報とを記録し、且

つ、読み出し得るように構成したことを特徴とする。

【０００９】請求項２記載の廃棄物搬送処理監視装置

は、ＧＰＳ，携帯電話システム、ＰＨＳ、ＭＣＡ等の無

線による位置検出手段と、計時手段と、情報記憶手段

と、数字や文字等の入力手段とを備え、処理廃棄物搬

出、搬送、処理場への到着等夫々の実行日時と処理場ま

での搬送経路の位置情報とを記録し、且つ、読み出し得

るように構成すると共に、廃棄物排出者又は廃棄物中間

処理業者若しくは廃棄物最終処理業者の少なくともいづ

れかが予め設定したＩＤ情報を入力したとき、搬送経路

等の記録を開始し又は終了することを特徴とする。

【００１０】請求項３記載の廃棄物搬送処理監視装置

は、請求項1又は２において、マニフェスト伝票に該当

するフォーマットを記憶しておき、廃棄物排出、搬送、

保管、最終処理場等に関する必要事項を入力手段を介し

て書き込み可能とし、それらの実行日時と位置情報とを

記録し、且つ、読み出し得るように構成したことを特徴

とする。

【００１１】請求項４記載の発明は、請求項１，２、３

記載の廃棄物処理監視装置において、前記記憶手段は着

脱自在のカード式、又はスティック式であって、廃棄物

排出依頼者固有の情報を入力し、又は出力することが出

来るように構成したことを特徴とする。

【００１２】請求項５記載の廃棄物搬送処理監視装置

は、請求項1、２、３又は４において、前記記憶手段に

メモリされる情報が暗号化されていることを特徴とす

る。
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【００１３】また、上述した各装置を使用する廃棄物搬

送処理監視方法として、請求項６記載の発明は、ＧＰ

Ｓ，携帯電話システム、ＰＨＳ、ＭＣＡ等の無線による

位置検出手段と計時手段と情報記憶手段とを備えた廃棄

物搬送情報ユニットを、処理すべき廃棄物の搬送・処理

を委託する処理業者等に法的に定められたマニフェスト

と共に携行させ、該廃棄物搬送情報ユニットに廃棄物搬

出、搬送、処理場への到着に伴う夫々の実行日時と処理

場までの搬送経路の位置情報を記録し、中間処理業者若

しくは最終処理業者から所要のマニフェスト伝票と共に

前記ユニットを廃棄物排出者若しくは廃棄物処理責任者

に返送させ、該ユニットに記憶した各種情報を読み出す

ことによって、合法的に廃棄物が処理されたことを監視

し得るようにしたことを特徴とする。

【００１４】請求項７記載の廃棄物搬送処理監視方法

は、請求項６において、前記廃棄物搬送情報ユニットに

は入力手段と表示手段を備え、法的に定められたマニフ

ェスト伝票記載事項を入力できることを特徴とする。

【００１５】請求項８記載の廃棄物搬送処理監視方法

は、請求項６，又は７において、前記廃棄物搬送情報ユ

ニットの記憶手段が着脱自在のカード式又はスティック

式記憶媒体であって、該記憶媒体に廃棄物搬出、搬送、

処理場への到着に伴う夫々の実行日時と処理場までの搬

送経路の位置情報を記録し、中間処理業者若しくは最終

処理業者から所要のマニフェスト伝票と共に前記記憶媒

体を廃棄物排出者若しくは廃棄物処理責任者に返送さ

せ、該記憶媒体の内容を読み出すことによって、合法的

に廃棄物が処理されたことを監視するようにしたことを

特徴とする。

【００１６】請求項９記載の廃棄物搬送処理監視方法

は、請求項６、７又は８において、前記記憶手段にメモ

リされる情報が暗号化されていることを特徴とする。

【００１７】請求項１０記載の廃棄物搬送処理監視方法

は、請求項６，７，８又は９において、廃棄物排出者又

は廃棄物中間処理業者若しくは廃棄物最終処理業者の少

なくともいづれかが予め設定したＩＤ情報を入力したと

き、前記記憶媒体に搬送経路等の記録を開始し又は終了

することを特徴とする。

【００１８】

【実施例】以下、図示した実施態様例に基づいて、本発

明を詳細に説明する。図１は本発明に係る廃棄物搬送処

理監視装置の一実施態様例を示すシステムブロック概要

図である。同図１において、１は搬送情報ユニットであ

って、少なくともＧＰＳ用位置検出ブロック２と、時刻

発生ブロック３と、検出された位置情報及びその時刻を

記憶するメモリブロック４と、上記各ブロックを制御す

るコントローラブロック５とを備えたものである。ＧＰ

Ｓは周知の如く、地球を周回する複数の人工衛星からの

電波を受信し、その地球上の位置を正確に検出するもの

であり、近年の技術進歩に伴い、極めて小型のＧＰＳ受

信ユニットが安価に提供されており、各種分野において

利用されるようになった。

【００１９】このように構成した搬送情報ユニット１

は、図示を省略したスイッチを投入すると、地球を周回

する所定の人工衛星からの電波を受信処理することによ

って当該ユニットの地球上の位置を検出して、前記時刻

発生ブロック３からの時刻情報と共にメモリブロック４

に記憶する。位置検出と記憶するインターバルは、数分

おき、若しくは十数分おき等、メモリブロックの容量と

廃棄物搬送・処理に要する日数等に応じて適宜設定すれ

ば良く、記憶するデータ形式も極力データ量が少なくな

るよう必要最小限に設定することがメモリ容量を有効に

使用する上で都合がよい。なお、本実施例においてはＧ

ＰＳシステムを利用した位置検出を採用しているが、同

様の位置検出システムとしてはＰＨＳシステムを利用す

るものや、ＭＣＡシステムを利用するもの、あるいは携

帯電話システムを利用するもの等、種々のものが存在す

るので、適宜、採用することができる他、ＧＰＳやＰＨ

Ｓシステム等の位置検出手段から時刻情報が提供される

場合は、前記時刻発生ブロック３は必ずしも必要ではな

い。

【００２０】以上説明した装置は、以下のように使用す

ることによって、廃棄物が計画とおり合法的に処理され

たことを監視確認する上で有用である。

【００２１】即ち、図２は一般的な廃棄物処理の流れを

例に、上述した搬送情報ユニット１の使用例を説明する

ための廃棄物搬送処理監視システム概要図である。

【００２２】図２において、２１は製造企業や建築業者

等の廃棄物排出事業者であって、処理を委託する廃棄物

を廃棄物収集運搬業者２２に引き渡す際、マニフェスト

２３と共に電源を投入し起動を開始した搬送情報ユニッ

ト１を渡す。上述したように一般に、マニフェストはA,

B1,B2,C1,C2,D、Ｅ票等が綴られており、排出事業者は

産業廃棄物の引き渡し時に、必要事項を記入して収集運

搬業者に交付し、排出事業者はＡ票を保管する。

【００２３】廃棄物収集運搬業者２２は、運搬先の処分

業者２４にＢ1,Ｂ2,Ｃ1,Ｃ2,Ｄ、Ｅ票と一緒に前記搬送

情報ユニット１を渡し、当該処分業者２４のサインした

Ｂ2票を排出事業者２１に送付することによって運搬終

了を報告すると共に、自らはB1票を保管する。

【００２４】廃棄物処理を委託された処理業者２４は、

自ら処理を行う場合は処理終了時にサインしたＣ2 票を

前記収集運搬業者２２に渡し、Ｄ票と前記搬送情報ユニ

ット１とを排出事業者２１に送付して、処分終了を報告

すると共に、自らはＣ1 票を保管する。なお、処理業者

２４がその最終処理を他の処理業者に再委託する場合

は、その最終処理を確認後、Ｅ票を廃棄物排出事業者に

返送する。

【００２５】さて、マニフェスト票と共に搬送され、運

搬業者から処理業者へと順次受け渡され、且つ、Ｄ票と
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一緒に(場合によってはE票と共に)排出事業者若しくは

廃棄物監視を委任された管理者等に返送された前記搬送

情報ユニット１には、廃棄物がどのようなルートを辿っ

て運ばれたかを示す搬送経路情報が記録されているの

で、例えば図３に示すように、コンピュータに接続して

記憶した情報を読み出し、廃棄物搬送ルートを画面表示

して確認することができる。表示方式としては、単なる

緯度経度表示でもよいが、自動車に搭載されているカー

ナビゲーションのように画面に地図を表示し、その上に

搬送経路を時刻と共に表示する形式が確認容易であろ

う。この方法によれば、廃棄物排出事業２１が搬送処理

を依頼する際に搬送業者等との間で搬送計画予定を確認

・記録しておき、返送された前記搬送処理ユニット１の

記録内容と比較することによって、予定通りに搬送さ

れ、且つ、決められた処理場に運ばれたか否かを確認す

ることができるので、不法投棄等の不正処理防止に有用

である。

【００２６】以上、本発明の基本的な装置構成と使用方

法を説明したが、この例に限らず種々変形が可能であ

る。図４は本発明に係る搬送情報ユニットの変形実施例

を示す図であって、請求項２記載の発明及び請求項１０

記載の発明に対応する実施例である。即ち、図４に示す

搬送情報ユニット１は、前記図１に示した構成の他に、

数字や文字を入力可能な手段（入力ボタン）４０と、入

力した数字・文字を表示するディスプレイ４１を備える

と共に、予め記憶されているＩＤと入力されたＩＤとの

一致を確認する手段を備えた点が特徴である。この装置

の使用方法は既に説明したものとほぼ同様であるが、廃

棄物排出事業者が搬送処理業者に当該搬送情報ユニット

１を渡す際、予め設定したＩＤを入力することによっ

て、ユニット１の動作を起動し、搬送位置情報の記録を

開始する。更に、最終処理業者用のＩＤをも設定してお

き、最終処理終了時に当該ユニットに所定のＩＤを入力

するとその動作を停止するようになっており、これをマ

ニフェストＤ票もしくはＥ票と共に廃棄物排出者に返送

するように取り決めをしておく。また、当該ユニット１

の起動／停止は所定のＩＤを入力しない限り実行できな

いようにしておけば、記録内容の不正改竄等の不正操作

を防止する上で有効であろう。

【００２７】更に、本発明において、搬送情報ユニット

にマニフェスト票を記録しておくことによって、紙の伝

票を不要にすることも可能である（請求項３、７）。即

ち、内蔵するメモリ４にマニフェスト票に対応するフォ

ーマットを記憶し、適宜ディスプレイ４１に各票を表示

し、必要事項を入力出来るように構成する。この際、廃

棄物の流れに応じて各処理業者各自が保管する伝票が必

要になるが、例えば、図３に示したように、必要に応じ

てコンピュータ３０に接続した上で、各票を読み出し、

コンピュータに接続されたプリンタ装置３１によってハ

ードコピーを作成すればよい。また、若干コストアップ

を伴うが、搬送情報ユニットに簡単なプリンタを装着す

ることも可能である。なお、法律上、規定のマニフェス

ト用紙の使用が義務付けられている場合は、当該搬送情

報ユニット１に記憶した記載内容は参照情報として利用

すれば、中間業者にのみ手渡される伝票をも記録するこ

とが出来るので、記載事項を参照する上で有効であろ

う。

【００２８】以上の説明では、搬送情報ユニット自体を

廃棄物排出事業者に返送する場合を例示したが、内蔵す

る記憶媒体（メモリ）を着脱可能なカード式、或いはス

ティック式とし、同時に搬送情報ユニットにこれを着脱

するためのスロットを設けることによって、排出事業者

に返送する固体を該メモリカード、若しくはメモリステ

ィックで済むように構成することも可能である。更に、

搬送情報ユニットに複数のスロットを設けておけば、一

つのユニットで、複数の廃棄物搬出事業者に対応可能と

なる。即ち、例えば廃棄物運搬業者が異なる排出事業者

から別個に廃棄物搬送を依頼された場合、夫々の排出事

業者に対応してメモリカードを設定すれば、上述した運

用を一台の搬送情報ユニットにて実施することができ

る。従って、搬送情報ユニットにプリンタを備えること

によるコストアップや装置の大型化等の欠点を十分に補

い得るであろう。このメモリカードやスティック内容を

読み取り表示する場合は、前記図３に示したようにコン

ピュータに接続した搬送情報ユニット１にメモリを装着

する方法や、汎用パソコンのスロットに適合し得るメモ

リカード形式であれば、特段に搬送情報ユニットを備え

る必要はない。

【００２９】なお、搬送情報ユニットに記録される各種

情報の改竄防止や、第三者への漏洩防止を図る上では、

暗号化が有効である（請求項５、９）。即ち、ユニット

本体に暗号化機能を備え、特定者のみが知り得るＩＤを

入力しない限り暗号化された情報の復号が出来ないよう

に構成する。暗号化手段は、近年のＩＴ技術の進歩に伴

い、簡単なものから、複雑なものまで種々の方法が提案

されているので、適宜採用することができよう。また、

単純なＩＤに代えて、所要のマイクロプログラムを鍵に

する手段も提案されており、例えば、扉の鍵のように携

帯可能なスティックにプログラムを記憶したメモリを封

入したものを当該ユニットに差し込んだ状態でのみ、暗

号復号が可能になる手段を採用することもできよう。

【００３０】

【発明の効果】本発明は以上説明したように構成し、且

つ、運用するので、簡易安価な装置によって、廃棄物の

不法投機を防止し、或いはその抑止力効果をもたらす。

【００３１】即ち、請求項１記載の発明では、ＧＰＳ等

の無線による位置検出手段によって、廃棄物搬出、搬

送、処理場への到着等、夫々の実行日時と処理場までの

搬送経路の位置情報とを記録し、後日読み出し得るよう

に構成したので、最小限の構成により廃棄物搬送経路を
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確認することができ、使用する装置自体のコスト低減が

可能である。

【００３２】請求項１１記載の発明では、更に、廃棄物

排出者又は廃棄物中間処理業者若しくは廃棄物最終処理

業者の少なくともいづれかが予め設定したＩＤ情報を入

力したとき、搬送経路等の記録を開始し又は終了するよ

うに構成したので、更に、装置の不正運用を防止する上

で有効である。

【００３３】請求項３記載の発明では、搬送情報ユニッ

トにマニフェスト伝票に該当するフォーマットを記憶し

ておき、廃棄物排出、搬送、保管、最終処理場等に関す

る必要事項を入力手段を介して書き込み可能とし、それ

らの実行日時と位置情報とを記録し、且つ、読み出し得

るように構成したので、法律上義務付けられたマニュフ

ェスト票の紙での運用を廃止し、処理の効率化を図る上

で有効である。

【００３４】請求項４記載の発明では、前記記憶手段は

着脱自在のカード式、又はスティック式であって、廃棄

物排出依頼者固有の情報を入力し、又は出力することが

出来るように構成したので、排出事業者へ返送すべき個

体が小さくなり、運送費用の低減に有利である。更に、

複数の記憶媒体を装着可能にすれば、一台の搬送情報ユ

ニットによって複数の排出事業者に対応できるので、更

なる装置のコスト低減をもたらす上で効果がある。

【００３５】請求項５記載の発明では、前記記憶手段に

メモリされる情報が暗号化されているので、記憶内容の

改竄を防止し、或いは第三者への情報漏洩を防止する上

で効果がある。

【００３６】請求項６、７，８，９及び１０記載の発明

は、上述した各請求項記載の装置夫々の機能を最大限に

活用する運用システムとして有効であり、安価にして効

率的な廃棄物適正処理を促進する上で有効である。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明に係る搬送情報ユニットの実施の一形態

例を示す概要構成図である。

【図２】本発明に係る廃棄物搬送処理監視方法の一例を

示す概要図である。

【図３】本発明の運用の一例を説明するためのシステム

概要図である。

【図４】

【符号の説明】

１・・搬送情報ユニット、  ２・・ＧＰＳブロック、  

３・・時計ブロック、４・・記憶媒体、メモリ、  ５・

・制御ブロック、  ２１・・廃棄物排出事業者、  ２２

・・マニュフェスト票、  ２３・・収集運搬業者、  ２

４・・処理業者、  ２５・・採集処理業者、  ３０・・

コンピュータ、３１・・プリンタ装置、４０・・入力用

ボタン、  ４１・・表示装置（ディスプレイ）。

【図２】 【図４】
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【図１】 【図３】
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